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フローチャート（１）

【自己居住用、非自己居住用（長屋、共同住宅等）、自己業務用、非自己業務用の場合】

開発許可後であれば、いつでも適合証明の申請が可能です。ただし、土地利用計画図（配置図）

は、開発許可と同様の図面としてください。

フローチャート（１）

【非自己居住用（分譲住宅）の場合】

開発工事の完了公告後、適合証明の申請が可能です。


